
三条市総合運動公園芝生広場火気使用についてお願い
（火気を使用される方）

注意事項 ・芝生を焼いてしまう可能性がある場合は養生板を敷いてください。
　(養生板は球場事務室で貸出します。ご使用後は必ず返却して下さい)
・芝生が損傷した場合は補償していただきます。
・火気使用時は届出済証を明示し、使用後は返却して下さい。
・東屋でのバーベキュー、東屋独占は禁止です。
・ルールが守れない方は退去していただきます。

・燃え残りの炭、ゴミは必ず持ち帰ってください。

※使用届けは個人情報保護条例に則り適切に管理します。
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０２５６-３２-８９１１

※直火禁止です
炭を使用する場合は、脚付きコンロなど

芝生に直接熱が伝わらない構造のものに限ります。

携行缶、ガスボンベの取り扱いは、十分注意して下さい。

【水バケツ】など、消化の準備をお願いします。




